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■お問合せ・お申込み
愛媛県地域産業活性化協議会事務局（愛媛県経済労働部産業雇用局企業立地課）

愛媛県地域産業活性化協議会「県外企業モニターツアー」

旅費を助成します !

旅費の助成が
あるけん

〒790－8570　愛媛県松山市一番町 4丁目 4番地 2
TEL（089）912－2260 　FAX（089）912－2259

E-mail　kigyoricchi@pref.ehime.lg.jp

⑴愛媛県内への事業所の設置を検討するＩＣＴ関
連企業※の役員・従業員
※日本標準産業分類に掲げる情報通信業を営む者であっ
て、法人として1年以上の事業活動実績があるもの

⑵本社機能を有する事業所（調査及び企画部門、
研究所、研修所等）の新設を検討する企業※の
役員・従業員
※法人として１年以上の事業活動実績があるもの

⑶愛媛県地域産業活性化協議会が、愛媛県への
企業誘致の促進に資すると認める方

助成対象

交通費（タクシーを除く公共交通機関）及び宿
泊費の実費を助成

助成内容

⑴視察申込書の提出　　　→
　※原則として視察予定日の30日前までに提出

⑵視察受入決定通知　　　→
⑶視察の実施
⑷交付申請書・実績報告書提出　　　→
⑸助成金交付決定通知　　　→　
⑹助成金交付請求書の提出　　　→　
⑺助成金交付　　　→

助成金交付の流れ

留意事項

限度額（１人あたり）５万円

１回の視察において、助成対象となるのは１
企業につき２人までです。
視察実施後、アンケート調査への協力をお願
いします。
申込み状況によって、早めに募集を締め切る
場合があります。

地方での事業拠点の設置を検討されている皆さま、
愛媛県にぜひ一度お越しください !
立地候補地の視察を目的とした来県の際、
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